
 
 

2026年６月 30日 
 
各  位 
 

会 社 名 株式会社大戸屋ホールディング ス 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  三 森 智 仁 

 （ コード番号  2 7 0 5  東証スタンダード ） 

問合せ先 取締役経営管理本部長 新 井 健 治 

 （  T E L  0 4 5 - 5 7 7 - 0 3 5 7 ）  

 

 

投資単位の引き下げに関する考え方及び方針について 
 

 

１．投資単位の引下げに関する考え方 

当社は、投資単位の引下げが、投資家層の拡大や株式の流動性の向上など、株式市場の活性化を図る

ための有効な施策の一つであると認識しております。 

 

２．投資単位の引下げに関する方針 

当社株式の投資単位の引下げにつきましては、今後の当社株式の株価水準や流動性の状況、株式市場

の動向等を総合的に勘案しながら、引き続き慎重に検討してまいります。 

 

（注）本開示は、当社の直前事業年度（2026年３月期）の末日以前１年間における日々の最終価格をも

とに算出した当社株式の投資単位の平均が 50 万円以上であることから、東京証券取引所が定める有価

証券上場規程第 409条（投資単位の引下げに関する開示）に基づき実施するものです。 

 

以 上 


